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グリーンスローモビリティ協賛金取り扱い 要綱 

 

１．車内・車外広告掲示規定 

車内、車外（車体）の広告掲示可能とする協賛金の金額は以下を基準とする。 

広告掲示場所 協賛金基準 備考 

車内掲示 10万円（2口）以上  

車外（車体）掲示 25万円（5口）以上  

上記の掲示は広告 1枚につきの基準とする。 

なお、掲示期間は年度内（4月～3月）とする。 

掲示場所の設定については、先着順に、掲示可能場所から協賛金負担企業が選べるものとする。 

掲示可能場所については、別紙にて示す。 

 

 

２．協賛金、広告掲載申込規定 

協賛金、広告掲載の申し込みをする際には、掲載を予定する広告デザインについて、提出する。 

提出された広告デザインについて、問題がないかを富山市（景観関係）、ブールバールエリアマネジ

メント富山が審査を行い、広告掲載の可否を決定する。 

広告デザインの審査において、各種法令違反やそのおそれ、第三者の権利の侵害が及ぶおそれ等があ

る場合、広告デザインの修正を求める。また、第三者からの広告内容等に関連して損害を被ったという

申し出がなされた場合は、掲載者の責任及び負担において対処する。 

 

 

３．広告作成規定 

掲示する広告については、ブールバールエリアマネジメント富山が指定する以下のサイズ、材料に沿

ったものを協賛企業が製作する。（製作数 1部）（製作費用は協賛企業負担とする。） 

掲示期間中の広告の変更は可能とするが、都度広告内容の審査を経て協賛企業が製作費用を負担す

ることとする。 

【広告規格等規定】 

   ・車内広告      サイズ： 縦 10㎝×横 10㎝以内  

              素材 ： ラッピングフィルム、カッティングシート等剥離が可能な素

材でかつ広告の撤去に際し、車体の塗装の剥離が発生しないも

ので貼付するものとし、車体への塗装は行わないものとする。 

・車外（車体）広告  サイズ： 掲示場所のサイズによる（別図の通り）  

              素材 ： ラッピングフィルム、カッティングシート等剥離が可能な素

材でかつ広告の撤去に際し、車体の塗装の剥離が発生しないも

ので貼付するものとし、車体への塗装は行わないものとする。 

  素材については作成前にブールバールエリアマネジメント富山と調整をお願いする。 

  車体への掲載（貼り付け）作業は、ブールバールエリアマネジメント富山が実施する。 
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４．協賛金支払い規定 

  協賛金支払いは、ブールバールエリアマネジメント富山が指定する口座（ブールバールエリアマネ

ジメント富山事務局より連絡いたします）への振り込みとする。（振込手数料は協賛企業負担でお願い

します） 

  支払い確認後、広告掲示可能とする。 

  年度途中で広告掲載を中止した場合でも、協賛金の返還はないものとする。 

 

 

 

掲示可能場所一覧 

広告掲示可能箇所 規格（縦×横） 掲載可能数 

（1）車内側面上部 縦 10ｃｍ×横 10ｃｍ 28 

（2）車体（車外）後面➀ 縦 11ｃｍ×横 128ｃｍ １ 

（3）車体（車外）後面② 縦 11ｃｍ×横 60ｃｍ ２ 

（4）車体（車外）後面③ 縦 26ｃｍ×横 44ｃｍ ２ 
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【車内】 

 

 

 

車内広告掲示場所イメージ図  
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【車外（車体）】 
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車外広告掲示場所（車体後面）イメージ図 
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